
自律移動支援プロジェクト技術検討会議 規約 

 
（名称） 
第１条 本会は「自律移動支援プロジェクト技術検討会議」（以下、「技術検討会議」という。）と

称する。 
（目的） 
第２条 技術検討会議は、自律移動支援システムの技術仕様を取りまとめる等、プロジェクトの

推進のため国土交通省が技術的検討を実施するに当たって、助言することを目的とする。 
（所掌事項） 
第３条 技術検討会議は、前条の目的を達成するために次の事項を所掌するものとする。 

1）自律移動支援システムの技術仕様書（案）の作成に関する事項 
2）自律移動支援システムの技術的課題への対応に関する事項 
3）自律移動支援システムに関連する特許・国際標準等への対応に関する事項 
4）その他、目的を達成するために必要と認められる事項 

（組織） 
第４条 技術検討会議は、別表に掲げるメンバーをもって構成する。 
（座長） 
第５条 技術検討会議に座長を置く。 

２ 座長は、メンバーの互選により選出する。 
３ 座長が不測の事態等により座長の役を遂行できない場合は、座長又は事務局が指名した

メンバーが、その職務を代行する。 
（技術検討会議の開催） 
第６条 技術検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長を務める。 

２ 検討に際し、座長が必要と認めた場合は、メンバー以外の者の出席を求め、説明や意見

を聴取することができる。 
（公開） 
第７条 会議は、公開とする。 

２ 会議の議事録は、会議の都度作成し、公開するものとする。 
３ 会議資料は公開することを原則とする。ただし、特段の理由があるときは、その理由を

明示した上で非公開とすることができる。 
（事務局） 
第８条 技術検討会議の事務局は、国土交通省国土技術政策総合研究所道路研究部に置く。 
（その他） 
第９条 技術検討会議の運営に関する必要事項でこの規約に定めのないものは、メンバー又は事

務局が技術検討会議に諮って定める。 
附 則 
本規約は、平成２０年１１月１３日から適用する。 
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